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訓練及び防災教育計画
	 訓練種別
	 
	　　　　　　　　内容

	 
消火訓練

	
 　　５ 月　

月　
	 
（１）教育
     ・消防計画の周知徹底及び職員の任務について
     ・火災予防上の遵守事項について
     ・火災の周知要領及び避難誘導要領について
     ・震災対策について
     ・その他火災予防上必要な事項について
 （２）訓練
     ・総合訓練は、それぞれの訓練を連携して総合的に行う。
     ・部分訓練は、通報訓練・消火訓練・避難誘導訓練を個別に行い、それぞれの任務及び行動の認識をする。


	
避難訓練
	
 　　５ 月　

月
　
	

	
通報訓練

	
 　　５ 月　

 　　   月
	


 
◎消火訓練・・消火担当に指定されている者を中心に、知識技術を向上させるため段階的に実施するよう定めます。
            　なお、消火訓練のうち、１回以上は実際に消火器から消火薬剤を放射したり屋内消火栓から放水する訓練を行うことが必要です。

◎避難訓練・・避難誘導担当及び安全防護担当に指定されている者を中心に、段階的に実施するように定めます。
◎通報訓練・・通報担当に指定されている者は、訓練を実施する際に、実際の火災を想定して行うことが必要です。
           　 例えぼやで鎮火された火災であっても、必ず消防機関に通報するよう徹底しておくことが必要です。
◎その他の訓練	
◎安全防護訓練・・消火及び避難等の直接の自衛消防活動が有効に実施できるように行う訓練と消火活動上困難が予想される特殊な物品に対する応急措置の訓練があります。
◎応急救護訓練・・基礎的な応急手当の知識・技術を身につけておくことが必要です。
◎総合訓練・・消火・通報・避難等の訓練を総合的に実施するように定めます。また、表示公表対象となっている物品販売店舗・旅館・ホテル・劇場・観覧場・集会所等

